
JP 2008-119790 A 2008.5.29

10

(57)【要約】
【課題】工具の突き出し量が大きな加工をする場合でも
、工具の剛性を確保しつつタレット刃物台のすべてのス
テーションに工具を装着することを可能とし、工具を一
斉に交換する際における交換作業が容易で、ＮＣ旋盤装
置の作動停止時間を大幅に低減することが可能な工具ホ
ルダを提供する。
【解決手段】工具ホルダ１は、金属によって正十二角形
状の扁平な円盤状に形成されており、中央には、タレッ
ト刃物台の先端部分を挿通させて固定させるための挿通
孔３が穿設されている。そして、表面には、半径方向に
おいて所定の角度毎（３０°毎）の等間隔で、中心から
放射方向へ縦長な溝を刻設することによって、工具を固
定するための１２個の工具固定部２，２・・が設けられ
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工具を把持するためにＮＣ旋盤装置のタレット刃物台に取り付けられる工具ホルダであ
って、
　扁平な円盤状に形成されており、工具を中心から放射方向に突出させた状態で固定する
ための複数の工具固定部が、半径方向において所定の角度毎の等間隔で設けられており、
刃物台のタレットの端面にタレットと略同心に取り付けられて使用されることを特徴とす
る工具ホルダ。
【請求項２】
　取り付けられるＮＣ旋盤装置のタレット刃物台のすべてのステーションと対応した位置
に工具固定部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の工具ホルダ。
【請求項３】
　請求項１，または請求項２に記載の工具ホルダを取り付けるための取付機構がタレット
刃物台に設けられていることを特徴とするＮＣ旋盤装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＮＣ旋盤装置等のタレット刃物台に工具を取り付けるための工具ホルダに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＮＣ旋盤装置として、複数の工具を取り付け可能なタレット刃物台が、駆動装置
によって主軸と平行な軸を中心として回転可能に支持されており、ワークへの加工の種類
に応じて、タレット刃物台を回転させて、必要な工具を所定の位置に割り出すように構成
されたもの（所謂、タレット刃物台付きのＮＣ旋盤装置）が知られている（特許文献１）
。また、そのようなタレット刃物台付きのＮＣ旋盤装置を用いて、クランクシャフト、ポ
ンプシャフト等の加工のように工具の突き出し量が大きな加工をする場合には、工具の剛
性を確保しなければならないため、図６の如く、タレット刃物台５１の工具取付用の各ス
テーションに、厚肉な特殊ホルダ５２を個別に固定し、その特殊ホルダ５２を介して工具
５３を装着することが多い。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１６８９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記したようなタレット刃物台付きのＮＣ旋盤装置において、特殊ホル
ダを介して工具を装着する場合には、工具の剛性を確保する必要上、タレット刃物台のす
べてのステーション（工具取付位置）に工具を装着することは困難である。また、複数の
工具が個別の特殊ホルダに取り付けられるため、工具を一斉に交換する際には、各工具を
一つ一つ個別に取り外した上で、再度、一つ一つ個別に取り付けなければならないため、
ＮＣ旋盤装置の作動停止時間が大きなものとなってしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、上記従来のタレット刃物台付きのＮＣ旋盤装置における問題点を解消
し、工具の突き出し量が大きな加工をする場合でも、工具の剛性を確保しつつタレット刃
物台のすべてのステーションに工具を装着することを可能とし、工具を一斉に交換する際
における交換作業が容易で、ＮＣ旋盤装置の作動停止時間を大幅に低減することが可能な
工具ホルダを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の内、請求項１に記載された発明の構成は、工具を把持するためにＮＣ旋盤装置
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のタレット刃物台に取り付けられる工具ホルダであって、扁平な円盤状に形成されており
、工具を中心から放射方向に突出させた状態で固定するための複数の工具固定部が、半径
方向において所定の角度毎の等間隔で設けられており、刃物台のタレットの端面にタレッ
トと略同心に取り付けられて使用されることを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２に記載された発明の構成は、請求項１に記載された発明において、取り付けら
れるＮＣ旋盤装置のタレット刃物台のすべてのステーションと対応した位置に工具固定部
が設けられていることを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項３に記載された発明の構成は、請求項１、または請求項２に記載の工具ホルダを
取り付けるための取付機構がタレット刃物台に設けられていることを特徴とするＮＣ旋盤
装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の工具ホルダは、扁平な円盤状に形成されており、工具を中心から放射方向に
突出させた状態で固定するための複数の工具固定部が、半径方向において所定の角度毎の
等間隔で設けられたものであるため、当該工具ホルダをＮＣ旋盤装置のタレット刃物台に
装着することによって、タレット刃物台に取り付けられている工具を一斉に取り替えるこ
とが可能となり、工具取り替えに伴うＮＣ旋盤装置の作動停止時間を大幅に低減させるこ
とができる。
【００１０】
　請求項２の工具ホルダは、取り付けられるＮＣ旋盤装置のタレット刃物台のすべてのス
テーションと対応した位置に工具固定部が設けられているため、当該工具ホルダをＮＣ旋
盤装置のタレット刃物台に装着することによって、工具の剛性を低下させることなく、タ
レット刃物台のすべてのステーションへ工具を取り付けることが可能となる。
【００１１】
　請求項３のＮＣ旋盤装置は、請求項１、または請求項２に記載の工具ホルダを取り付け
るための取付機構がタレット刃物台に設けられているため、当該取付機構を利用すること
により、工具ホルダを短時間の内に非常に容易に取り替えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の工具ホルダ、およびＮＣ旋盤装置の一実施形態について、図面にしたが
って詳細に説明する。図１は、工具ホルダの正面図であり、図２は、図１におけるＡ－Ａ
線断面を示したものである。工具ホルダ１は、金属によって正十二角形状の扁平な円盤状
に形成されており、中央には、タレット刃物台の先端部分を挿通させて固定させるための
挿通孔３が穿設されている。そして、工具ホルダ１の表面には、半径方向において所定の
角度毎（３０°毎）の等間隔で、中心から放射方向へ縦長な溝を刻設することによって、
工具を固定するための１２個の工具固定部２，２・・が設けられている。なお、工具固定
部２，２・・の位置は、取り付けられるＮＣ旋盤装置のタレット刃物台の各ステーション
の位置と対応した状態になっている。さらに、各工具固定部２，２・・には、工具を螺着
するためのネジ孔７，７が穿設されている。また、工具ホルダ１の各ステーションに対応
する外周面には、工具取付時に取付剛性を向上させる場合に用いる複数のネジ孔１４，１
４・・が穿設されている。
【００１３】
　また、各工具固定部２，２・・と隣接した厚肉部分８，８・・には、工具ホルダ１をタ
レット刃物台に取り付けるための取付機構として機能するネジ孔９が穿設されている。ま
た、図３は、各工具固定部２，２・・の設置部位の側面を示したものであり、厚肉部分８
と工具固定部２とが隣接した部分においては、厚肉部分８の上端際から、平板状の突出片
１０が、工具固定部２に取り付けられる工具を外側から覆うように突出した状態になって
いる。
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【００１４】
　かかる工具ホルダ１を使用する場合には、各工具固定部位２，２・・に工具（扁平な立
方体状の支持部を有するもの）を挿入して、ネジ孔７，７を利用して螺着する。図４は、
各工具固定部２，２・・に工具５，５・・を固定させた状態を示したものであり、各工具
５，５・・は、工具ホルダ１の中心から放射方向へ所定の長さだけ突出した状態になって
いる。また、各工具５，５・・の支持部材６の先端際の部分を突出片１０が覆った状態に
なっている。なお、工具５，５・・の取付剛性を一層向上させたい場合には、工具ホルダ
１のネジ孔１４に対応する工具ホルダ５上の位置に、ネジ孔１４よりも若干大きい孔１３
を穿設しておき、ネジ孔１４に図示しないボルトを螺着して工具ホルダ１外周面とボルト
頭部とで工具５を挟み込むようにすることで、取付剛性の向上を図ることができる。
【００１５】
　そして、上記の如く、工具５，５・・が固定された工具ホルダ１は、タレット刃物台付
きのＮＣ旋盤装置の先端に外嵌固定されて利用される。図５は、工具ホルダ１がＮＣ旋盤
装置１１のタレット刃物台４に固定された状態を示したものである。ＮＣ旋盤装置１１の
タレット刃物台４の表面には、工具ホルダ１の取付機構として機能する複数のネジ孔１２
，１２・・が当該表面に対して垂直に穿設されている。工具ホルダ１は、それらのネジ孔
１２，１２・・および各厚肉部分８，８・・に穿設されたネジ孔９，９・・を利用して、
裏面がタレット刃物台４の表面と接合するように、タレット刃物台４に螺着される。そし
て、図示しない駆動機構の駆動によるタレット刃物台４の回転に伴って、タレット刃物台
４と一緒に回転することによって、所定の工具５の割り出しが行われる。なお、ＮＣ旋盤
装置１１によるワークの加工において工具５，５・・の段取り替えが必要な場合には、工
具ホルダ１は、カービックカップリングを介在させることにより、所定の位置に位置決め
された状態で、タレット刃物台４の表面に取り付けられる。
【００１６】
　工具ホルダ１は、上記の如く、扁平な円盤状に形成されており、工具５，５・・を中心
から放射方向に突出させた状態で固定するための複数の工具固定部２，２・・が、半径方
向において所定の角度（３０°）毎の等間隔で設けられているため、当該工具ホルダ１を
ＮＣ旋盤装置１１のタレット刃物台４に装着することによって、タレット刃物台４に取り
付けられている工具５，５・・を一斉に取り替えることが可能となり、工具取り替えに伴
うＮＣ旋盤装置１１の作動停止時間を大幅に低減させることができる。
【００１７】
　また、工具ホルダ１は、取り付けられるＮＣ旋盤装置１１のタレット刃物台４のすべて
のステーションと対応した位置に工具固定部２，２・・が設けられているため、当該工具
ホルダ１をＮＣ旋盤装置１１のタレット刃物台４に装着することによって、工具の剛性を
低下させることなく、タレット刃物台４のすべてのステーションへ工具を取り付けること
が可能となる。
【００１８】
　一方、ＮＣ旋盤装置１１は、上記の如く、工具ホルダ１を取り付けるための取付機構（
ネジ孔１２，１２・・）がタレット刃物台４に設けられているため、当該取付機構を利用
することにより、工具ホルダ１を短時間の内に非常に容易に取り替えることができる。
【００１９】
　なお、本発明の工具ホルダおよびＮＣ旋盤装置の構成は、上記実施形態の態様に何ら限
定されるものではなく、工具固定部、挿通孔、突出片の形状・構造等の構成を、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することができる。また、工具ホルダを取り付けるＮＣ
旋盤装置の構成も、上記実施形態の態様に何ら限定されるものではなく、タレット刃物台
の形状・構造等の構成を、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することができる。
【００２０】
　たとえば、工具ホルダは、上記実施形態の如く、１２個の工具固定部を設けたものに限
定されず、ＮＣ旋盤装置のステーションの数に対応させて、工具固定部の個数を適宜増減
させることができる。また、工具固定部の形状も、上記実施形態の如く、単純な溝状のも
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は係合突起を設けた形状等に変更することも可能である。加えて、工具固定部に設ける工
具の取付機構あるいはタレット刃物台に設ける工具ホルダの取付機構も、上記実施形態の
如きネジ機構に限定されず、バネ部材を利用した簡便な取付機構等に変更することも可能
である。　
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　本発明の工具ホルダは、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、各種のＮＣ旋
盤装置に工具を取り付ける際のホルダとして広汎に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】工具ホルダの正面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図３】工具固定部の設置部位の側面を示す説明図である。
【図４】各工具固定部に工具を固定させた工具ホルダの正面図である。
【図５】工具ホルダがＮＣ旋盤装置のタレット刃物台に固定された状態を示す説明図（鉛
直断面図）である。
【図６】従来のタレット刃物台の工具取付用のステーションに特殊ホルダを介して工具を
装着した状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１・・工具ホルダ、２・・工具固定部、１１・・ＮＣ旋盤装置、１２・・ネジ孔。

【図１】 【図２】

【図３】
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